
市民だより　2019.5.159

令和２年４月から全ての公立幼稚園が
　　　幼保連携型認定こども園に変わります

＊1…保護者の通院や学校行事
　　など必要に応じて有料で
　　預かり保育が利用できま
　　す。
＊2…保護者の就労、通勤時間
　　などの状況に応じた最大
　　時間

　幼稚園から幼児園に移行することで、従来の幼稚園利用の子ども（１号認定）に加え、保護者の就労などにより、これ
まで保育園を利用していた長時間の保育を必要とする子ども（２号認定）も同じ園に通えるようになります。
　また、保育園に通園している乳児も、３歳児になると地元の小学校区にある幼児園を選択できるようになります。

▪幼児園の概要

Ｑ＆Ａ

　全ての公立幼稚園を幼保連携型認定こども園に移行し、名称を幼児園とします。併せ
て令和5年4月から乳児型保育園の名称を乳児園とします。

問　子ども課（☎62-1014）

１号認定
（主に今の幼稚園に通う子ども）

２号認定
（主に今の保育園に通う子ども）

対象児 ３〜５歳児
開園日 月〜金曜日（祝日を除く） 月〜金曜日（祝日を含む）

長期休業
（夏休みなど） 保育未実施＊1 保育実施

保育時間 8時40分〜14時30分＊1 7時30分〜18時30分＊2

Ｑ１　２号認定で長期休業中に登
園する場合、給食は実施さ
れますか？

Ａ１　学校給食センターなどによ
り給食を実施します。

Ｑ２　自動車での送迎はできますか？
Ａ２　通勤などの理由により、必要が

ある場合は自動車の送迎もで
きます。

　

Ｑ３　１号認定と２号認定は、別々の
学級になりますか？

Ａ３　同じ学級に所属し、時間帯に
よって、混合で異年齢児と一
緒に過ごすこともあります。
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▪乳児園の概要
現在、段階的に原則0〜2歳児のみの受け入れに移行している乳児型保育園の名称を令和5年4月から乳児園にします。

対象園　富士松北・日高・慈友・双葉保育園

幼稚園（全16園） 幼児園（認定こども園）


